
【大東市老朽危険空家等除却補助金】 

①事前調査時に必要な書類 

 

②交付申込時に必要な書類（事前調査結果通知日より 30 日以内に申込する必要があります。） 

☑ 必 要 書 類 留意事項 

□ 【様式第１号】事前調査依頼書  

□ １年以上空家であることがわかる書類 

下記のいずれか一つをご用意ください 

・ガス又は電気の使用中止日（閉栓日、契約

廃止日等）が確認できる書類 

・水道の閉栓日で確認する場合は、承諾書 

□ 

建物現況図 

・付近見取図（住宅地図等）（周辺状況と建物の位置がわ

かる図面） 

・配置図（土地上に建物がどのように配置しているかわか

る図面）【※手書き可】 

・平面図（風呂・台所・トイレ等間取りがわかるもの）【※手

書き可】 

 

□ 現況写真 可能な限り東西南北から撮影した写真 

□ 委任状 代理人が申込する場合 

☑ 必 要 書 類 留意事項 

□ 【様式第３号】交付申込書 
建物共有者がいる場合は所得が高い方

が申込してください 

□ 
空家の所有者及び空家が所在する土地の所有者が確認

できる書類（土地・建物登記事項証明書） 

土地・建物登記事項証明書は法務局にて

取得（申込日から３か月以内が有効） 

□ 除却工事の見積明細書の写し 申込者の宛名で発行されているもの 

□ 【様式第４号】誓約書  

□ 申込者の本人確認ができる書類の写し 運転免許証等の写し 

□ 

申込者の直近の課税総所得金額がわかる証明書（申込日

から３か月以内が有効） 

（5,070,000 円未満の方が補助対象） 

課税課及び他市町村の税務担当課（他市

町村にお住まいの場合）にて取得 

□ 
前年度の固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書 

（申込日から３か月以内が有効） 
納税債権課にて取得 

□ 
建設業許可証の写し  

または 建設リサイクル法登録証の写し 
見積した業者のもの 

□ 同意書 

必要な方のみ 

（例：土地所有者が申込者と異なる場

合、建物共有者がいる場合） 

□ 委任状 
代理人が申込する場合 

事前調査時に提出済の場合は不要 



 

 

③工事着手時に必要な書類（交付決定通知日より 30 日以内に着手する必要があります。工事着手後直ちに提出。） 

 

※工事内容や金額が変更になる場合、申込内容変更申込書の提出が必要になる場合があります。その際は、お問合

せください。 

 

④工事完了時に必要な書類（工事完了後、速やかに提出。） 

☑ 必 要 書 類 留意事項 

□ 【様式第６号】工事着手届 着手日は契約締結日 

□ 
工事請負契約書の写し 

（□収入印紙が貼付されていること（印紙税法の規定に基づき）） 
 

☑ 必 要 書 類 留意事項 

□ 【様式第１０号】工事完了報告書 完了年月日は領収書発行日 

□ 工事写真 
工事中及び工事完了後の状況が

分かるもの 

□ 工事の請求明細書の写し 
申込者の宛名で発行されている

もの 

□ 
工事の領収書の写し 

（□収入印紙が貼付されていること（印紙税法の規定に基づき）） 

申込者の宛名で発行されている

もの 


